
政
令
第

号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
八
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
第

十
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
三
項
、
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
及
び
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令

を
制
定
す
る
。

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
の
六
第
二
項
中
「
及
び
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
並
び
に
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
五
号
」
に
、
「

第
十
一
条
の
二
第
一
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
の
排
出
の
規
制
）

第
四
条
の
二

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
は
、
次
に
掲
げ
る
廃



棄
物
と
す
る
。

一

熱
し
や
く
減
量
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
状
態
に
し
た
も
の
及
び
無
機
性
の
も
の
（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
じ

た
油
、
有
害
液
体
物
質
等
又
は
廃
棄
物
（
以
下
「
油
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
油
等
を
焼
却
し
た
も
の
、
水
底
土
砂
及
び

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
を
除
く
。
）

二

植
物
性
の
も
の
（
木
く
ず
に
あ
つ
て
は
、
最
大
径
お
お
む
ね
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
に
破
砕
し
、
又
は
切
断
し
た

も
の
に
限
る
。
）
及
び
動
物
性
の
も
の

三

汚
水
（
そ
の
水
質
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
を
除
く
。
）

２

法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
の
排
出
海
域
及
び
排
出
方
法
に
関
し
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄

物
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
る
排
出
海
域
又
は
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
を
異
に
す
る
二
以
上
の
廃
棄
物
が
混
合
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
当
該
二
以
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
廃
棄
物
に
つ
き
、
こ
れ
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

４

別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
す
る
排
出
は
、
そ
の
排
出



方
法
に
関
す
る
基
準
が
同
表
第
一
号
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
排
出
方
法
に
関
す
る
基
準
が
同
表
第
二
号
下
欄
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
で
あ
る
と
き
は
第
二

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
海
底
に
沈
降
し
、
か
つ
、
堆
積
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

た
い

二

当
該
廃
棄
物
を
少
量
ず
つ
排
出
し
、
か
つ
、
当
該
廃
棄
物
が
で
き
る
限
り
速
や
か
に
海
中
に
お
い
て
拡
散
す
る
よ
う
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

５

別
表
第
三
上
欄
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
排
出
海
域
に
関
す
る
基
準
に
従
つ
て
排
出
す
る
場
合
に
お
い
て

も
、
水
産
動
植
物
の
生
育
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
を
避
け
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
（
海
洋
又
は
海

洋
に
接
続
す
る
公
共
用
水
域
か
ら
除
去
さ
れ
た
土
砂
（
汚
泥
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項

及
び
第
三
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
三
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
海
域
に
お
い
て
排
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
水
底
土
砂
の
基
準
）



第
六
条

法
第
十
条
第
二
項
第
五
号
ロ
の
政
令
で
定
め
る
基
準
は
、
水
底
土
砂
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

特
定
水
底
土
砂

二

指
定
水
底
土
砂

三

前
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
水
底
土
砂

四

前
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
水
底
土
砂

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

削
除

第
八
条
中
「
第
十
条
第
二
項
第
五
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
九
条

削
除

第
十
条
の
見
出
し
中
「
又
は
廃
棄
物
」
を
削
り
、
同
条
中
「
又
は
法
第
十
条
第
二
項
第
四
号
に
定
め
る
廃
棄
物
（
第
九
条
に

規
定
す
る
廃
棄
物
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
次
の
と
お
り
」
を
「
油
分
濃
度
が
一
万
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
〇
・
一



立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
よ
う
に
し
て
排
出
す
る
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
一
条
の
七
を
第
十
一
条
の
八
と
し
、
第
十
一
条
の
二
か
ら
第
十
一
条
の
六
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
一
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
海
洋
施
設
か
ら
の
廃
棄
物
海
洋
投
入
処
分
の
許
可
等
に
関
す
る
読
替
え
）

第
十
一
条
の
二

法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
条
の
六
第
二
項

前
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
六
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま

第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

で第
十
条
の
七

前
条
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
一

第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

条
の
十
一

第
十
条
の
八

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項



第
十
条
の
九
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
四
号

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
六
第

二
項
第
四
号

次
条
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条

第
一
項

第
十
条
の
九
第
二
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
六
第

第
四
号
ま
で

二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で

第
十
条
の
十
第
三
項

第
十
条
の
六
第
三
項
か
ら

第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

第
七
項
ま
で
、
第
十
条
の

条
の
六
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
、
第
十
条
の
七

七
及
び
第
十
条
の
八

及
び
第
十
条
の
八

第
十
条
の
十
第
四
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項



同
条
第
二
項
第
一
号

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
六
第

二
項
第
一
号

第
十
条
の
十
一

第
十
条
の
六
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
一
項

同
条
第
二
項
第
三
号

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
六
第

二
項
第
三
号

前
条
第
一
項

第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

第
一
項

第
十
条
の
七
第
一
号
又
は

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
七
第

第
三
号

一
号
又
は
第
三
号

第
十
条
の
十
二
第
二
項

前
項

第
十
八
条
の
二
第
二
項

そ
れ
ぞ
れ
第
十
条
の
六
第

同
条
第
一
項

一
項

同
条
第
二
項
第
三
号
の
実

同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
六
第



施
計
画
又
は
第
十
条
第
二

二
項
第
三
号
の
実
施
計
画
（
こ
の
計
画
に
つ
い
て

項
第
六
号
の
環
境
大
臣
が

第
十
八
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十

定
め
る
基
準

条
の
十
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、
変
更

後
の
も
の
）

第
十
条
の
十
二
第
三
項

船
舶
内

海
洋
施
設
内

第
十
条
の
十
二
第
四
項

前
三
項

第
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
前
二
項

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
船
舶
に
お
い
て
焼
却
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
油
等
）

第
十
二
条

法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
油
等
は
、
船
舶
内
に
あ
る
船
員
そ
の
他
の
者
の
日
常
生
活
に
伴

い
生
じ
、
又
は
輸
送
活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
の
当
該
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
不
要
な
油
等
で
あ
つ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
法
第
十
九
条
の
二
十
六
第
二
項
本
文
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
船
舶
発
生
油
等
焼
却
設
備
を
用
い
て
焼
却
す
る
場
合
を
除
く
。

一

ば
ら
積
み
の
液
体
貨
物
と
し
て
輸
送
さ
れ
る
油
、
有
害
液
体
物
質
等
若
し
く
は
ば
ら
積
み
以
外
の
方
法
で
貨
物
と
し
て



輸
送
さ
れ
る
法
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
物
質
の
残
留
物
又
は
当
該
残
留
物
が
染
み
込
み

、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

二

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
を
含
む
油
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
が
塗
布
さ
れ
、
染
み
込
み
、

付
着
し
、
若
し
く
は
封
入
さ
れ
た
も
の

三

鉛
若
し
く
は
カ
ド
ミ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
（
電
池
そ
の
他
の
製
品
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
物
質
を
含
む
も
の
を

含
む
。
）

四

ハ
ロ
ゲ
ン
化
合
物
を
含
む
精
製
さ
れ
た
油
又
は
当
該
油
が
染
み
込
み
、
若
し
く
は
付
着
し
た
も
の

五

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
（
漁
網
そ
の
他
の
製
品
で
あ
つ
て
、
ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
を
含
む
も
の
を
含
む
。
）

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条

削
除

第
十
五
条
中
「
第
十
九
条
の
二
十
六
第
十
項
第
一
号
」
を
「
第
十
九
条
の
二
十
六
第
五
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
海
洋
施
設
廃
棄
の
許
可
等
に
関
す
る
読
替
え
）



第
十
六
条

法
第
四
十
三
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

法
の
規
定
中
読
み
替
え
る
規
定

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

第
十
条
の
六
第
三
項

前
項

第
四
十
三
条
の
二
第
二
項

廃
棄
物

海
洋
施
設

第
十
条
の
六
第
四
項

第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
二
項

同
条
第
二
項

第
十
条
の
六
第
五
項

第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

廃
棄
物
の
排
出

海
洋
施
設
の
廃
棄

第
十
条
の
六
第
六
項
及
び
第
七
項

第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
七

前
条
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
一

第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の

十
一

第
十
条
の
八
第
二
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項



第
十
条
の
九
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

次
条
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
次
条
第
一

項

廃
棄
物

海
洋
施
設

第
十
条
の
九
第
二
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
第
一
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
第
三
項

第
十
条
の
六
第
三
項
か
ら

第
四
十
三
条
の
三
並
び
に
第
四
十
三
条
の
四
に
お

第
七
項
ま
で
、
第
十
条
の

い
て
準
用
す
る
第
十
条
の
六
第
三
項
か
ら
第
七
項

七
及
び
第
十
条
の
八

ま
で
、
第
十
条
の
七
及
び
第
十
条
の
八
第
二
項

第
十
条
の
十
第
四
項

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

第
十
条
の
十
一

第
十
条
の
六
第
一
項

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項

廃
棄
物

海
洋
施
設

前
条
第
一
項

第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
一



項

第
十
条
の
七
第
一
号
又
は

第
四
十
三
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
の

第
三
号

七
第
一
号
又
は
第
三
号

第
十
七
条

削
除

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
及
び
第
十
一
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
の
七
第
二
項
第

二
号
及
び
第
十
一
条
の
八
第
二
項
」
に
、
「
第
十
二
条
第
一
号
ハ
」
を
「
第
十
二
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
中
「
第
七
条
」
を
「
第
四
条
の
二
」
に
改
め
、
同
表
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
廃

Ａ
海
域

イ

比
重
一
・
二
以
上
の
状
態
に
し
て
排
出
す

棄
物

る
こ
と
。

ロ

粉
末
の
ま
ま
排
出
し
な
い
こ
と
。

別
表
第
三
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
表
第
五
号
中
「
第
六
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に

、
「
Ｃ
海
域
」
を
「
Ａ
海
域
」
に
、
「
第
三
号
下
欄
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
排
出
方
法
に
よ
り
」
を
「
当
該
船
舶
の
航

行
中
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
号
と
し
、
同
表
第
六
号
中
「
第
六
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
に



、
「
Ｄ
海
域
」
を
「
Ｂ
海
域
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
号
と
し
、
同
表
第
七
号
中
「
第
六
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
の
二

第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
同
条
第
三
号
」
を
「
同
項
第
三
号
」
に
、
「
Ｅ
海
域
」
を
「
Ｃ
海
域
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
四

号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
廃

Ｄ
海
域

排
出
方
法
は
、
限
定
し
な
い
。

棄
物
（
前
号
上
欄
に
掲
げ
る
貨
物
艙
の
洗
浄

水
を
除
く
。
）

別
表
第
三
第
八
号
並
び
に
同
表
備
考
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
同
表
備
考
第
三
号
中
「
Ｃ
海
域
」
を
「
Ａ
海
域
」
に
、

「
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
一
号
と
し
、
同
表
備
考
第
四
号
中
「
Ｄ

海
域
」
を
「
Ｂ
海
域
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
六
号
」
を
「
第
四
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
二
号
と
し
、
同
表
備

考
第
五
号
中
「
Ｅ
海
域
」
を
「
Ｃ
海
域
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
三
号
と
し
、
同
表
備
考
第
六
号
中
「
Ｆ
海
域
」
を
「

Ｄ
海
域
」
に
改
め
、
同
号
を
同
表
備
考
第
四
号
と
す
る
。

別
表
第
四
を
削
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る
政
令

の
一
部
改
正
）

第
二
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
適
用
関
係
の
整
理
に
関
す
る

政
令
（
平
成
八
年
政
令
第
二
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
十
条
第
二
項
第
四
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
海
洋
に
お
い
て
処
分
す
る
こ

と
が
や
む
を
得
な
い
」
を
削
り
、
「
第
六
条
の
」
を
「
第
四
条
の
二
第
一
項
の
」
に
、
「
次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
」
を
「
輸
送

活
動
、
漁
ろ
う
活
動
そ
の
他
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
ず
る
廃
棄
物
（
船
舶
の
通
常
の
活
動
に
伴
い
生
じ
た
油
、
有
害

液
体
物
質
等
又
は
廃
棄
物
（
以
下
「
油
等
」
と
い
う
。
）
以
外
の
油
等
を
焼
却
し
た
も
の
、
水
底
土
砂
及
び
廃
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
類
を
除
く
。
）
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
前
項
」
に
、
「
第
十
条
第
二
項

第
四
号
」
を
「
第
十
条
第
二
項
第
三
号
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を



削
る
。

（
国
土
交
通
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
八
号
、
第
百
四
十
九
条
第
四
号
及
び
第
百
五
十
条
第
二
号
中
「
要
焼
却
確
認
廃
棄
物
焼
却
設
備
、
」
を
削
る
。



理

由

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
海
域
に
お
い
て
排
出
す
る

こ
と
の
で
き
る
水
底
土
砂
の
基
準
を
定
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


